
意見案第１号

特別支援学校・学級等への教員等の適切な配置を求める意見書

（原案可決）

文部科学省「学校基本調査」によると、特別支援教育を受ける児童生徒は年々増加しており、

２０１２年度から２０２１年度までの１０年間で、特別支援学校については学校数が約１１％

増加、児童生徒数は約１４．３％増加、特別支援学級は１．６倍に増え児童生徒数は２．１倍

に増加している。また通級による指導を受けている児童生徒数は約２．６倍に増え、教育現場

では新たな特別支援教育体制の整備が必要になっている。

このような状況に適切に対処するためには、特別支援学校・学級への専門的な知識や経験を

持った教員等の増員が必要不可欠である。また今日、共生社会の形成に向けて、「障害者の権

利に関する条約」に基づき、子どもたちの多様性を尊重するインクルーシブ教育システムの構

築が求められており、そのためにも我が国の特別支援教育のさらなる拡充が必要である。

よって政府においては、医療的ケアを含めた特別支援教育が必要な子どもの増加や、さまざ

まな障がいのある児童生徒に的確に対応した教育を実現するために、特別支援学校・学級等へ

の教員等の適切な配置に向けて、以下の事項について財政措置を含めた特段の措置を講じるこ

とを求める。

記

１ 特別支援教育支援員の適切な配置

障がいのある児童生徒に対し、食事、排泄、教室移動の補助等学校における日常生活動作

の介助を行ったり、発達障がいの児童生徒に対し、学習活動上のサポート等を行う特別支援

教育支援員の適切な配置への支援。

２ 特別支援教育コーディネーターの適切な配置

保護者や関係機関に対する学校の窓口として、また、学校内の関係者や福祉・医療等の関

係機関との連絡調整の役割を担い、子どもたちのニーズに合わせた支援をサポートする特別

支援教育コーディネーターの適切な配置への支援。

３ 看護師等の専門家の適切な配置

医療的ケアが必要な子どもや、障がいのある子どもへの支援を的確に実施するために、看

護師、ＳＴ（言語聴覚士）、ＯＴ（作業療法士）、ＰＴ（理学療法士）等の専門家の必要に

応じた適切な配置への支援。

４ 特別支援学校のセンター的機能の強化

各学校でインクルーシブ教育を一体的に進めるために、担当の教員だけでなく学校長等に



対する指導や研修等を実施し、校内全体での取り組みを促進するために、特別支援学校のセ

ンター的機能強化への支援。

５ 特別支援教育デジタル支援員（仮称）の配置

ＧＩＧＡスクール構想により整備された１人１台の端末を、特別支援学級や特別支援学校

において、授業はもとより、個々の特性や教育的ニーズに応じた支援ツールとして有効に活

用するための特別支援教育デジタル支援員（仮称）の配置への支援。

６ 特別支援学校教諭免許状の取得支援

特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状の取得率は８７．２％となっており、特別支

援学校における教育の質の向上の観点から、教職員への取得支援の強化や、大学等における

特別支援教育に関する科目の修得促進等、教職員に対する特別支援学校教諭免許状の取得へ

の支援。併せて、特別免許状についても強力に推進すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

令和５年６月２７日

北海道恵庭市議会

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣 宛各通



意見案第２号

２０２３年度北海道最低賃金改正と中小企業に対する支援の充実を求める意見書

（原案可決）

 北海道最低賃金の引き上げは、ワーキングプア（働く貧困層）解消のための「セーフティネ

ット」の一つとして最も重要なものです。

 道内で働く者の暮らしはコロナ禍で一層厳しく、特に、年収２００万円以下の所謂ワーキン

グプアと呼ばれる労働者は、道内でも４６．７万人と、給与所得者の２４．３％に達していま

す。また、道内の全労働者２１６万人（内パート労働者６４．７万人）の内、４５万人を超え

る労働者が最低賃金近傍に張り付いている実態にあります。

労働基準法第２条では、「労働条件の決定は労使が対等な立場で行うもの」と定めています

が、現状では最低賃金の影響を受けるこれら多くの非正規労働者は、労働条件決定にほとんど

関与することができません。

 経済財政運営と改革の基本方針２０２２において、「できる限り早期に全国加重平均が１，

０００円になることを目指す」ことが堅持され、令和４年度北海道地方最低賃金審議会の答申

書においても、同様の内容を表記しました。

 最低賃金が上がらなければ、その近傍で働く多くの方の生活は、より一層厳しいものとなり、

近年の物価上昇は個人の消費行動にも影響を与え、北海道経済の停滞を招くことにつながりか

ねません。

 つきましては、北海道労働局及び北海道地方最低賃金審議会においては、令和５年度の北海

道最低賃金の改正に当たって、以下の措置を講ずるよう強く要望します。

記

１ 「地域間格差にも配慮しながら、できる限り早期に全国加重平均が１，０００円になるこ

とを目指す」ことが堅持された「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針）」を十分尊重

し、経済の自律的成長の実現に向けて、最低賃金を引き上げること。

２ 中小企業に対する支援の充実と安定した経営を可能とする実効ある対策をはかるよう国

に対し要請すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

令和５年６月２７日

北海道恵庭市議会



北海道労働局長、北海道地方最低賃金審議会会長 宛各通



意見案第３号

２０２４年度地方財政の充実・強化に関する意見書

（原案可決）

 現在、地方公共団体には、急激な少子・高齢化にともなう医療・介護など社会保障制度の整

備、子育て施策、人口減少下における地域活性化対策、デジタル化、脱炭素化、物価高騰対策

など、極めて多岐にわたる役割が求められています。

しかし、現実に地域公共サービスを担う人材は不足しており、疲弊する職場実態にある中、

新型コロナウイルス、また多発する大規模災害への対策も迫られています。これらに対応する

ための地方財政について、政府は「骨太方針２０２１」において、２０２１年度の地方一般財

源水準を２０２４年度まで確保するとしていますが、それをもって増大する行政需要に十分対

応し得るのか、大きな不安が残されています。

このため、２０２４年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に見

積もり、地方財政の確立をめざすよう、以下の事項の実現を求めます。

記

１ 社会保障の維持・確保、防災・減災また脱炭素化対策、地域活性化に向けた取り組みや、

デジタル化対策、物価高騰対策、地域公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政

需要を的確に把握し、これらに柔軟に対応し得る地方一般財源総額の確保をはかること。

２ 新型コロナウイルス対策として、５類移行後における保健所も含めた医療提供体制等につ

いて、自治体での混乱が生じることのないよう、十分な財政措置やより速やかな情報提供な

どを行うこと。

３ 子育て対策、地域医療の確保、介護や児童虐待防止、生活困窮者自立支援など、急増する

社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障関連予算の確保および地方財政

措置を的確に行うこと。

４ 保育施設・学童保育施設等職員の処遇改善および保育施設の配置基準をＯＥＣＤ先進国な

みの基準に改善するための予算措置を行うこと。また、正規職員としての就労を希望する非

正規職員の正規化および会計年度任用職員の雇用安定を促すための支援策を講じるととも

に、人員確保策を早急に策定し実施すること。

５ デジタル化における自治体業務システムの標準化については、引き続き「地域デジタル社

会推進費」に相当する財源を継続して確保するなど、十分な財源を保障すること。また、デ

ジタル化が定着化していく過渡期において生じ得る行政需要についても、人材・財源を含め



た対応を行うこと。

６ 会計年度任用職員制度の運用については、当該職員の処遇改善や雇用確保が求められるこ

とから、引き続き所要額の調査を行い、確実にその財源を確保すること。

７ 特別交付税の配分にあたり、諸手当等の支給水準が国の基準を超えている自治体に対して、

その取り扱いを理由とした特別交付税の減額措置を行わないこと。

８ 森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を行い、人口よりも森林面積を考

慮するなど自治体への譲与額の見直しを行うこと。

９ 地方交付税の法定率を引き上げるなど、引き続き、臨時財政対策債に頼らない地方財政の

確立に取り組むこと。あわせて、地方の安定的な財源確保に向けて、地域間の財源偏在性の

是正のため、解決策の協議を行うこと。また、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自

治体財政に与える影響を十分検証したうえで、財政運営に支障が生じることがないよう対応

をはかること。

１０ 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、小規模自治体に配慮した段

階補正の強化など対策を講じること。

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

令和５年６月２７日

北海道恵庭市議会

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、

国土交通大臣、デジタル大臣、内閣府特命担当大臣（少子化対策 男女共同参画） 宛各通


